
 

 

中  部  支 部  運  営  細  則 
 

第１章 総    則 

（目的） 

この細則は，公益社団法人日本放射線技術学

会（以下，本部）の定款および支部規約に基づ

き，中部支部（以下，支部）の事業ならび

に運営を円滑に行うことを目的に定める． 

 

第２章    支部事業および活動 

第２条  次に掲げる刊行事業を行う． 

1． 支部の機関誌として中部支部会誌（以

下，支部会誌）を，年１回以上発行す

る． 

2． 広報誌（以下，ビーム中部）を，年2回 

以上発行する． 

第３条  次に掲げる学術集会などを開催する． 

1． 支部研究発表会を年１回以上開催する． 

2． 講演会，セミナー，フォーラムなどを企

画し開催する． 

3． 支部の運営などを会員に報告し，意見を

聴取するための支部年会を年１回開催す

る．ただし，支部理事会が必要と判断し

た場合には，これとは別に臨時の支部年

会を開催できる． 

第４条  学術研究会（以下，研究会）を設置

し，研究および調査ならびに交流事業を行

う．なお，学術研究会の詳細については，別

に定める． 

 

第３章    支部役員および支部組織 

（支部会員） 

第５条  支部の会員は，正会員および名誉会員

ならびに顧問，学生会員とする． 

2  学生会員の資格などについては，支部理

事会の承認を得るものとする． 

（支部役員） 

第６条  支部に次の役員をおく． 

1． 支部長 １名 

2． 副支部長  2名 

3． 支部監事  ２名 

4． 支部理事  １４名 （必要に応じて支部理

事会による議決後，理事の追加もしくは

削除を行うことができる） 

2  支部役員の選出方法は，別に定める． 

（支部役員の担務など） 

第７条  支部長は，支部の会務を総括し，支部

を代表する． 

2  副支部長は，支部長を補佐し支部会務を

遂行する． 

3  支部監事は，支部運営を監査し，本部監

事と連動して民法第５９条の職務を行

う．また，署名および捺印をした監査記録

を作成し，支部理事会に示した後，本部

に提出する． 

4  支部理事は，支部執行会務を審議決定

し，総会議決事項を執行する． 

5.   学術委員は研究会の代表者の中から選

任し、全研究会の代表者として、研究会

の管理を行う。 

（支部役員の任期） 

第８条  支部役員および委員の任期は２年と

し，再任を妨げない．ただし，支部長の任期

は，最長でも２期４年を限度とする．なお，

支部開催委員会の委員長ならびに委員の任期

は，別に定める． 

（支部役員の解任） 

第９条  支部役員が次の事項に該当する場合

は，支部理事会で４分の３以上の賛成を得た

上で解任することができる． 

1．心身の故障によって職務遂行に耐えない

時． 

2．職務上の義務違反，その他支部役員とし

てふさわしくない行為があった時． 

2  支部長が前項に該当した場合，支部理事

会が指名する副支部長が支部長の坦務を代行

する． 

（役員補充選出） 

第 10条  支部長を除く支部役員に欠員が生じ

た時は，支部理事会で補充者の選出を行う． 

2  補充する役員は，欠員が生じた当該県よ

り選任するものとし，支部長が委嘱す

る． 

3  補充された者の任期は前任者の残任期間



 

 

とする． 

（支部事務局など） 

第 11条  支部事務局は，支部長が指定すると

ころにおく． 

（支部運営組織） 

第 12条  支部の事業計画や会務の企画や立案

および実施の確認などを行うため，支部長，

副支部長，支部監事，支部理事で構成する支

部理事会を置く． 

第 13条  支部理事会の業務を分担し，補佐す

るために，次の委員会を置く． 

1．支部総務委員会 

2．支部財務委員会 

3．支部学術委員会 

4．支部編集委員会 

5．支部開催委員会 

6．支部意向調査委員会 

7．その他，支部理事会が必要と認めた委

員会 

２  委員会の構成および担務などについて

は，別に定める． 

（支部事務局の運営） 

第 14条   支部の事務管理は，支部長が行

う． 

２  支部事務を円滑に処理するため，必要

に応じて事務担当者を臨時的に雇用する

ことができる．（以下，臨時雇用者） 

３  臨時雇用者は，会務に係わる事項につ

いての守秘義務を負うものとする． 

４  事務局運営に係る事項に関し，支部長

が必要と判断した時は支部理事会に諮

り，その承認を得るものとする． 

 

第４章    支部会費 

第 15条  支部会費は，年額 2,000円とす

る． 

２  名誉顧問，名誉会員および学生会員の

支部会費は免除する． 

３  支部会費の改定は，支部理事会の議を

経て，支部年会ならびに本部理事会に報

告する． 

 

第５章    資産および財務会計 

第 16条  支部の財務および資産運営に関し，

事業の効率的な運営と適正な財務執行のため

財資の形成および運営を定め，綿密な事業予

算計画のもとに運用を図る． 

２  支部の会計は，支部規約第 16条に基づ

き，支部収支予算書および決算書を作成

する． 

第６章    旅費および雇用費 

第 17条  支部の会務に要した役員および委員

ならびに会員についての旅費（宿泊費および

交通費）については，本部旅費規定に準じて

支給するものとする． 

２  臨時雇用者の賃金は，年度予算の範囲

内を原則とし，これを超えての費用を必

要とする時は，その都度において支部理

事会の承認を得るものとする． 

３  臨時雇用者の賃金は，労働基準法およ

び物価の諸状況を勘案し，理事会の承認

を経た上で決定する． 

 

第７章    支部運営細則の改訂 

第 18条  この細則は，支部理事会の議決によ

り改訂することができる． 

 

付  則 

1． この細則は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この細則は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この細則は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する．ただし，役員数と役員選出

に係る事項は平成１３・１４年度の役員選出

より適用する． 

4． この細則は，平成１６年１０月２４日の部会

理事会の承認により改訂し，平成１７年４月

１日より発効する． 

5． この要項は，平成１８年６月１０日の部会

理事会の承認により改訂し，同日より発効す

る． 

6． この細則は，平成２０年６月２１日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効す



 

 

る． 

7． この要項は，平成２０年１１月２３日の部

会理事会により改訂し，同日より発効する． 

８．この要項は，平成２4年１１月３日の部会

理事会により改訂し，同日より発効する． 

９．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

10. この要項は，平成３０年10月１４日の支

部理事会により改訂し，同日より発効す

る． 

 



 

 

支 部  役  員  選  出  要  項 
 

第１条  この要項は，運営細則第６条第２項に

基づき，支部長および支部監事の選出方法

を定める． 

2. 支部理事は支部を構成する県より原則とし

て１名以上を支部長が委嘱する． 

第２条  この要項は地方支部運営内規，支部

長および支部監事の推薦に関する細則に定

めるほか推薦方法などの必要事項について

適用する． 

第３条 支部長および支部監事を推薦するに

あたり会員の意向調査を行うために意向調

査委員会（以下、委員会）を設置する． 

第４条 委員会は，支部理事会の同意を得

て，委員会を召集し開催する． 

第５条 委員会は，次の手順により支部長お

よび支部監事の意向調査を実施する． 

２． 委員会は，支部長および支部監事の任

期満了による立候補の公示を，役員改選年

の８月末日までに行なうものとする．ただ

し，支部長または支部監事に欠員が生じる

場合には，委員長が発議し，委員会が補欠

支部長または支部監事の補充選出が必要で

あると認めた場合の立候補の公示は，可能

な限り欠員が生じる日から６０日以前に公

示する． 

３． 支部長，支部監事に立候補しようとす

る者ならびに候補者を推薦する者は，意向

調査公示後３０日以内に委員会に届出をし

なければならない． 

４． 委員会は立候補締切日後，立候補者の

適性を判断し，適正者が定数内であれば承

認し，定数を超える立候補者のいる支部長

および支部監事に対して，会員による意向

調査の投票を実施する． 

５． 委員会は選挙方法及び投票期間を告示

し，当選者を決定する． 

６． 委員長は，資格審査の結果および当選

者の決定を支部理事会に報告する． 

第６条 委員会は，次の事項について特に留

意する． 

２． 立候補者が重複立候補していないこと

を確認する． 

３． 委員会は，立候補者の氏名および届出

書類の審査結果，投票方法などを，投票実

施前に支部総務委員会に通知する． 

第７条  委員の任期は２年とし，再任を妨げな

い． 

（支部長・支部監事の選出） 

第８条 地方支部規約第１２条により支部長

の定数は１名，監事の定数は２名とする．

ただし，監事については，原則として東海

地域に１名，北陸地域に１名を定数配分す

る．  

２． 支部長または支部監事に立候補しよう

とする者は，立候補届出書（様式：選出

１），履歴書（様式：選出３）を委員会に

提出しなければならない． 

３． 中部支部会員（以下，会員）の推薦に

より支部長または支部監事に立候補しよう

とする者は，本人の同意書（様式：選出

２）および履歴書（様式：選出３）ならび

に会員２０名以上の推薦連記署名書（様

式：選出４）を委員会に提出しなければな

らない． 

４． 同一の者が複数の支部役員に立候補す

ることはできない． 

５． 候補者が公示された以後に立候補を辞

退することはできない．（役員候補の決

定，承認，推薦） 

（役員候補の決定，承認，推薦）  

第９条 支部長および支部監事の候補者の決

定と本部への推薦においては次のように定

める． 

２． 支部長および支部監事の候補の定数選

出は，委員会のもとに投票により行う． 

３． 推薦候補者は，有効投票数の最高位よ

り定数を満たすまで順次決定する． 

４． 支部長および支部監事の定数と候補者

が同数の場合は無投票とする． 

５． 調査結果は，委員会から支部理事会へ

報告される． 

６． 支部長は，支部理事会の承認を経て、



 

 

次期支部長，次期支部監事を日本放射線技

術学会に推薦する． 

（担務）  

第１０条 この細則の担務は総務委員会とす

る． 

（要項の改訂） 

第１１条  この要項は，支部理事会の議決によ

り改訂できる． 

 

 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３・１４年

度の役員選出より適用する． 

4． この要項は，平成１６年度・第２回部会理事

会（平成１６年１０月２４日）及びメールに

よる議決（平成１６年１１月３日締切）によ

り改訂し，平成１７・１８年度の役員選出よ

り適用する． 

5． この要項は，平成１８年６月１０日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効す

る． 

6． この要項は，平成２０年１１月２３日の部会

理事会により改訂し，同日より発効する． 

7．この要項は，平成２4年１１月３日の部会理

事会により改訂し，同日より発効する． 

８．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

９. この要項は，平成３０年10月１４日の支

部理事会により改訂し，同日より発効す

る． 

10. この要項は，2020年８月１１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

 

 



 

 

支 部 年 会 実 施 要 項  
 

第１条  支部規約第３条および第４条ならびに

支部運営細則第３条に基づき開催し，支部会

務に関する報告と意見聴取を行う． 

第２条  支部年会は，支部会員をもって構成す

る． 

２  支部長は，事業年度内に１回以上の支部年

会を開催しなければならない． 

３  支部理事会が必要と認めた場合，支部長は

支部年会を開催しなければならない． 

第３条  支部年会の開催は，支部総務委員会の

担務とする． 

２  支部年会の司会者は，支部長が指名する． 

第４条  支部年会では，次の事項を総会議決事

項として提出することを報告し，確認を受け

る． 

1．支部事業報告および収支決算に関すること 

2． 支部事業計画および収支予算に関すること 

3． 総会提案事項に関すること 

4． その他の報告事項に関すること 

（要項の改訂） 

第５条  この要項は，支部理事会の決議により

改訂できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月 1日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発行す

る． 

４．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

 



 

 

支 部 理 事 会 運 営 要 項  
 
 

第１条  この要項は，運営細則第１２条に定め

る支部理事会を円滑に運営することを目的に

定める． 

第２条  支部理事会は，支部長および副支部

長，支部監事，支部理事をもって構成する． 

２  支部理事会は，支部長が召集する． 

３  支部理事会を構成する者の３分の１以上か

ら開催要求があった場合，支部長は３０日以

内に支部理事会を召集しなければならない． 

４  支部長が必要と認めた場合，支部理事会を

構成する者以外の者の出席を求め，その意見

などを聞くことができる．ただし，採決を行

う場合の投票権はないものとする． 

第３条  支部理事会の議長は，副支部長が輪番

により務める． 

第４条  支部理事会は，支部会務執行に関する

事項および支部長が必要と認めた事項を議決

する． 

２  支部理事会における審議案件は，支部理事

会開催の１５日前までに支部事務局を経て，

支部長に提出する． 

３  支部理事会における報告事項は，支部理事

会開催の１５日前までに支部事務局を経て，

支部長に提出する． 

第５条 支部理事会は，構成する者の３分の

２以上の出席をもって議事を開き，議決する

ことができる．ただし，当該議事につきあら

かじめ書面をもって意志表示した者は出席者

とみなす． 

２  支部理事会の採決は出席者の過半数をもっ

て決し，可否同数の場合は議長の決するとこ

ろとする． 

（要項の改訂） 

第６条  この要項は，支部理事会の議決により

改訂できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち

回り部会理事会の承認により改訂し，同日よ

り発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する． 

４．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 



 

 

支 部 委 員 会 業 務 要 項  

 

第１条  この要項は，支部業務を円滑に行うた

め，運営細則第１３条第２項に基づき各委員

会の構成および担務について定める． 

（支部総務委員会） 

第２条  支部総務委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 支部長 

2． 副支部長 

3． 庶務担当として選出された支部理事 

4． 財務担当として選出された支部理事 

5． 当該年度の支部開催委員長 

6． 次年度の支部開催委員長 

7． その他，支部長が必要と認めた者 

２  委員長は，支部長をもって充てる． 

第３条  支部総務委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 本部と中部支部の事務連絡事項に関する

こと． 

2． 支部事務管理および理事会ならびに各委

員会に関すること． 

3． 渉外および企画ならびに支部運営に関

すること． 

4． 支部年会に関すること． 

5． 庶務事項に関すること． 

6． 事務運営に関すること． 

２  支部総務委員会は，支部事務を掌理し，す

べての事務処理を統括する． 

３  支部の事業計画案および事業報告書を作成

し，所定の期日までに本部理事会に提出す

る． 

４  支部財務委員会が作成する予算案および決

算報告書ならびに監査報告書を，支部理事会

に諮った上で所定の期日までに本部理事会に

提出する． 

（支部財務委員会） 

第４条  支部財務委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 支部長 

2． 総務を担当する副支部長 

3． 財務担当として選出された支部理事 

4． 庶務担当として選出された支部理事 

２  委員長は，総務を担当する副支部長をもっ

て充てる． 

第５条  支部財務委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 支部会計の予算ならびに決算に関するこ

と． 

2． 支部の財務監査に関すること． 

２  支部財務委員会は，支部財資の健全な運営

を行い，財務全般に関する統括管理を行う． 

（支部学術委員会） 

第６条  支部学術委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 学術を担当する副支部長 

2． 研究会を担当する副支部長 

3．研究会を代表する学術委員２名及び、各研究会

の東海地域および北陸地域の代表世話人 

4． その他，支部長が必要と認めた者 

２  委員長は，学術を担当する副支部長をもっ

て充てる． 

第７条  支部学術委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 学術研究および調査ならびに企画に関す

ること． 

2． 講演会やシンポジウムなどの学術企画お

よび運営に関すること． 

3． 学術研究会の活動および運営管理に関す

ること． 

4． 学術交流に関すること． 

２  支部学術委員会は，学術研究や調査および

研究発表会事業の全般を企画し，運営を統括

する． 

３  各研究会は，次の事項に基づき活動するも

のとする． 

1． 各研究会の代表世話人は，支部理事会が

指名し，支部長が委嘱する． 

2． 各研究会には支部理事会で承認された額

の助成金が支給される． 

3． 各研究会は，助成金の範囲内で事業を計

画し，実施する． 



 

 

4． 各研究会の事業に企業が参加する場合

は，あらかじめ支部総務委員会の承認を

得るものとする． 

5． 各研究会の代表世話人は，年度毎に事業

計画および事業報告を支部理事会に報告

するとともに支部会誌に成果報告を行

う．また，支部研究発表会あるいは研究

会において報告する． 

（支部編集委員会） 

第８条  支部編集委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 編集を担当する副支部長 

2． 編集を担当する支部理事 

3． その他，支部長が必要と認めた者 

２  委員長は，編集を担当する副支部長をもっ

て充てる． 

第９条  支部編集委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 支部会誌の編集，刊行に関すること． 

2． 支部研究発表後抄録の編集に関するこ

と． 

・支部研究発表会後の発行する抄録は， 

原則としてＢ５版刷り上がり２頁とする． 

・本部の編集委員会に提出する抄録は，

400字以内とする． 

3． 支部事業の記録ならびに編集に関するこ

と． 

4． 本部情報ならびに関連学会の情報の広報

に関すること． 

5． 広報誌の編集に関すること． 

6． 支部ホームページの管理ならびに運用に

関すること． 

２  支部編集委員長は，支部雑誌の編集企画お

よび刊行ならびに広報事業を統括する． 

（支部開催委員会） 

第 10条  支部開催委員会は，次の者で構成す

る． 

1． 支部理事会が指名する開催委員長 

2． 開催委員長が指名する開催委員 

２  委員長および委員の任期は，支部研究

発表会の開催を担当する年度のみとす

る． 

第 11条  支部開催委員会の担務は，次の事項と

する． 

1． 支部研究発表会の企画ならびに運営に関す

ること． 

2． その他，支部研究発表会に関すること． 

２  支部開催委員長は，支部研究発表会の企画

および運営ならび財務などの内容について，

支部総務委員会および支部理事会 

に提案し，承認を得るものとする． 

３  支部開催委員長は，支部研究発表会の参加

者数および収支決算などについて，遅滞なく

支部総務委員会および支部理事会に報告する

ものとする． 

４  支部開催委員会は，支部理事会に前項の報

告をした後に解散するものとする． 

（要項の改訂） 

第 12条  この要項は，支部理事会の議決によ

り改訂することができる． 

 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する． 

4． この要項は，平成２０年６月２１日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効す

る． 

５．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

６．この要項は，平成２8年６月4日の支部理事

会により改訂し，同日より発効する． 

 

 



 

 

支 部 表 彰 要 項  
 
 

第１条  この要項は，中部支部（以下，支部）

の目的達成に功績のあった者の表彰に関し必

要な事項を定める． 

第２条  表彰は功労賞，奨励賞とする． 

2  功労賞は，支部運営に功績があった者を表彰

するものとし，１人１回を原則とする．た

だし，本部の功労賞表彰の対象となり得る者

は除く． 

3 奨励賞は，卒後１5年未満の研究内容が優秀

な支部会員個人または研究内容が優秀なグル

ープを表彰するものとする． 

第３条  表彰対象者またはグループの選考およ

び審査は支部総務委員会の担務とし，支部理

事会の承認を経て決定するものとする． 

第４条  表彰は原則として，表彰状と副賞とし

て功労賞は 3万円相当、奨励賞は1万円相当

を授与して行うものとする． 

第５条  表彰は，支部年会にて行う．（要項の

改訂） 

第６条  この要項は，支部理事会の議決により

改訂できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する． 

4． この要項は，平成２０年６月２１日の部会理

事会の承認により改訂し，同日より発効する 

5．この要項は，平成26年3月1日の部会理事会

の承認により改訂し，平成26年４月１日より

発効する． 

６．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

７．この要項は，平成２8年6月4日の支部理事

会により改訂し，同日より発効する． 

 

 



 

 

支部名誉会員および顧問推戴要項  
 
 

第１条  支部運営細則第５条に基づき，支部の

運営に関する諮問を行うことを目的に，名誉

会員および顧問を若干名推戴することができ

る． 

２  名誉会員および顧問は，支部総務委員会が

支部理事会に推薦し，その承認を得て，支部

長が委嘱する． 

３  顧問の任期は，委嘱した支部長の任期と同

じとする． 

第２条  名誉会員および顧問は，支部長経験者

もしくは支部の運営または活動に関して同等

以上の功績があった支部正会員で，かつ年齢

が６５歳以上の者とする． 

第３条  名誉会員および顧問の処遇は，次のと

おりとする． 

1．  支部会費を免除する． 

2．  支部長の要請があった時，支部理事会に

出席して意見を述べる． 

3．  名誉会員および顧問の予算は，特には設

けない． 

（要項の改訂） 

第４条  この要項は，支部理事会の議決により

改訂できる． 

付  則 

1． この要項は，平成１０年４月１日より発効す

る． 

2． この要項は，平成１０年６月１９日の持ち回

り部会理事会の承認により改訂し，同日より

発効する． 

3． この要項は，平成１１年８月２８日の部会理

事会の承認により改訂し，平成１３年４月１

日より発効する． 

４．この要項は，平成２７年４月１日の支部理

事会により改訂し，同日より発効する． 

 

  



 

 

学術研究助成金への交付要項 

 

第１条 本規定は，本会正会員が医用放射線

技術学を研究のテーマにした学術研究活動の

向上と普及を行うことを目的とした助成金事

業である．  

第２条 助成金対象者の選考基準について，  

本会正会員を継続して３年以上あること． 

1.  申請者は，学術研究助成金申請書（様式

第８号）または，国際研究集会発表における

補助申請書（様式第５号）に必要事項を記入

し，支部事務局に申請する．Web参加等で開

催地へ行かない場合は参加登録費が明記され

た書類と併せて申請する． 

2.  申請者が，本助成事業を初めて利用する

者を優先する． 

3.  日本放射線技術学会本部や他の学会等か

ら同一研究テーマに対し，助成金を受けてい

ないこと． 

4.  原則，申請時の年齢が満４０歳未満であ

ることが望ましい． 

5.  選考は，採択された内容を基に総務委員

会で決定し理事会に報告する． 

第３条 助成金支給の期間と助成金対象人

数，申込期限について 

1.  ３月～翌年２月までを会計年度とする． 

2.  原則、開催期間が３月～８月までの期間

（前期）１名，９月～２月までの期間（後

期）１名の計２名を基本とするが、web参加

に対する支給の場合はこの限りではない． 

3.  申込期限は，前期は5月末までに，後期は

11月末までとする．なお、事後の申込みを可

能とする． 

第４条 助成金支給額と支給方法について 

1.  支給額は開催地にて参加の場合は10万円/

人，Web参加の場合、参加登録費の半額を上

限とする． 

2.  支給方法は本人指定の銀行口座等に振り

込む． 

第５条 助成金受給者の報告義務について 

助成金は，対象研究課題の1年間の研究活動

等に充当するものとして交付する．また，研究

成果を本部または支部の学会誌に報告するか，

または国際研究集会発表等で報告し，発表後す

みやかに発表原稿等を支部事務局に提出するこ

と．発表原稿等は，中部支部ホームページ等に

掲載する． 

第６条 その他 

国際研究集会発表等で行う助成金受給者は，採

択されたことを確認できるメール等と発表内

容（和文）を添付して支部事務局へ提出する

こと． 

 

附則 

1. この要項は平成29年3月4日より施行す

る． 

2. この要項は、令和2年6月10日の支部理事

会により改定し、同日より発効する． 

 


